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序　　文序　　文序　　文序　　文序　　文

　チリ共和国は、弱者救済を目的とした社会福祉政策を重視し、身体障害者福祉制度の改善に努

力していますが、全国唯一の国立小児身体障害者リハビリテーション病院であるペドロ・アギレ・

セルダ国立リハビリテーション研究所は施設・医療技術ともに立ち遅れています。

　このことから、チリ共和国厚生省は当初西暦2000年を目処に新リハビリテーション病院の建設

を計画し、身体障害者医療のサービスと技術の向上をめざし、身体障害者医療の充実を図ろうと

していましたが、チリ共和国の国家予算がアジア経済危機の影響で大きな打撃を受けたため、新

病院の建設は据置きとなりました。

　しかしながら、チリ共和国厚生省は、身体障害者医療の充実の重要性から1998年に同病院を

National Instituteに昇格させ、医療サービスとともに調査研究機能も担わせ、より総合的なリハ

ビリテーション病院に位置づけました。

　このような背景からチリ共和国政府は、将来建設が予定される新病院での活動を念頭においた

身体障害者リハビリテーション対策を既存施設で実施すべく、同研究所の医療面・管理面での運

営を向上させることを目的としたプロジェクト方式技術協力をわが国に要請しました。

　これを受け、国際協力事業団は、プロジェクト方式技術協力による身体障害者リハビリテーショ

ンプロジェクト実施の可能性について調査すべく、1999年９月18日から10月１日までの日程で国

際協力事業団医療協力部医療協力第一課長橋爪章を団長として事前調査団を派遣しました。

　本報告書は、同調査団が実施しました調査および先方政府等との協議結果などを取りまとめた

ものです。

　ここに、本件調査にご協力いただきました関係各位に対しまして、深甚なる誠意を表しますと

ともに、本プロジェクト実施に向けて、今後ともご指導、ご鞭撻をお願い申しあげます。

　平成11年10月　

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
理 事 　理 事 　理 事 　理 事 　理 事 　 阿 部 　 英 樹阿 部 　 英 樹阿 部 　 英 樹阿 部 　 英 樹阿 部 　 英 樹
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１．事前調査団派遣１．事前調査団派遣１．事前調査団派遣１．事前調査団派遣１．事前調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　チリ共和国（以下、チリ）は弱者救済を目的とした社会福祉政策を重視し、身体障害者福祉制

度の改善に努力しているが、全国唯一の国立小児身体障害者リハビリテーション病院であるペド

ロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（Pedro Aguirre Cerda National Rehabili-

tation Institute以下、PACNRI）は施設・医療技術ともに立ち遅れていることから、チリ国厚生

省は当初西暦2000年を目処に新リハビリテーション病院の建設を計画し、身体障害者医療のサー

ビスと技術の向上をめざし、身体障害者医療の充実を図ろうとしていたが、チリの国家予算がア

ジア経済危機の影響で大きな打撃を受けたため、新病院の建設は据置きとなった。

　しかしながら、チリ厚生省は、身体障害者医療の充実の重要性から1998年に同病院をNational

Instituteに昇格させ、医療サービスとともに調査研究機能も担わせ、より総合的なリハビリテー

ション病院に位置づけた。

　このような背景からチリ政府は、将来建設が予定される新病院での活動を念頭に置いた身体障

害者リハビリテーション対策を既存施設で実施すべく、同研究所の医療面・管理面での運営を向

上させることを目的としたプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

　この要請に対して、わが国は1999年９月18日から10月１日まで、次のとおり事前調査を実施し

た。

（１）チリの要請内容を確認するとともに、チリの保健医療状況およびPACNRIの現状を調査し

たうえで、わが方の協力の可能性を検討する。

（２）チリ側のプロジェクト実施体制および負担事項（実施機関の組織、予算措置、カウンター

パートの配置、施設など）を調査する。

（３）上記(1)および(2)を踏まえ、実施段階におけるプロジェクトの枠組みについて協議し、協

議議事録を作成する。

１－２　調査団の構成

　　担　　　当 　氏　名 所　　　　　属

団長 総　　　　　　　括 橋爪　　章 　国際協力事業団医療協力部医療協力第一課長

団員 リハビリテーション行政 横田　繁夫 　社会福祉法人太陽の家評議員会評議員

団員 小児リハビリテーション 君塚　　葵 　心身障害児総合医療療育センター　整肢療護園長

団員 リハビリテーション医学 長岡　正範 　国立身体障害者リハビリテーションセンター

　医療相談開発部長
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団員 リハビリテーション教育 服部　兼敏 　国立身体障害者リハビリテーションセンター

　国際協力専門官

団員 援　 助　 政　 策 服部　　孝 　外務省経済協力局技術協力課外務事務官

団員 協　 力　 計　 画 大小田　健 　国際協力事業団医療協力部医療協力第二課

１－３　調査日程

日順 月　日 曜日 移　動　お　よ　び　業　務
１ ９月 18 日 土 成田発（NH010）→ニョーヨーク着
２ ９月 19 日 日 ニューヨーク発（LA531）→サンチアゴ着
３ ９月 20 日 月 JICA事務所打合せ

ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所視察
プロジェクト要請概要説明
厚生省表敬訪問

４ ９月 21 日 火 日本大使館表敬訪問
企画協力省、首都圏東部衛生局表敬訪問
協議議事録協議

５ ９月 22 日 水 ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所概要説明
協議議事録協議

６ ９月 23 日 木 ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所との協議
TELETONリハビリテーション病院視察

７ ９月 24 日 金 協議議事録署名
日本大使館・JICA事務所報告
（君塚団員）サンチアゴ発（LA700）→サンパウロ着

８ ９月 25 日 土 資料整理
（橋爪団長）サンチアゴ発（CO038）→
（君塚団員）サンパウロ発（JL063）→

９ ９月 26 日 日 資料整理
（橋爪団長）ニューヨーク着、ニューヨーク発（NH009）→
（君塚団員移動）

10 ９月 27 日 月 エル・サルバドル総合病院視察
ルイス・カルヴォ・マッケナ小児総合病院視察
ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所建替予定地視察
（橋爪団長）成田着

11 ９月 28 日 火 ペニャロレン区役所障害者事務所表敬訪問
サンチアゴ発（CO038）→

12 ９月 29 日 水 ニューヨーク着
13 ９月 30 日 木 ニューヨーク発（NH009）→
14 10 月１日 金 成田着
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１－４　主要面談者

（１）チリ側関係者

１）厚生省

　Dr. Alex Figureoa Munoz 大臣

　Mr. Carlos Anriquez 国際協力室長

　Mr. Jose Miguel Huerta 国際協力室日本協力担当

　Mr. Patricio Bustos 人の為の医療部次長

　Dr. Alejandra Falbaun 障害者プログラム担当

２）国際協力庁

　Ms. Jacqueline Weinstein Levy 長官

３）企画協力省

　Mr. Lautaro Saavedra 障害者プログラム担当

４）首都圏東部衛生局

　Dr. Julio Montt Vidal 局長

　Dr. May Chomali 次長

５）ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所　

　Dr. Patricia Mendez 所長

　Ms. Macarena Amador 管理部長

　Mr. Hernan Soto Peral 言語療法士/プロジェクト担当

　Ms. Natasha Oberreuter Aburto 理学療法士

　Ms. Patricia Mirsnds Munoz 理学療法士

　Mr. Rodrigo Morales Fernandes 言語療法士

　Ms. Maria Angelica Gutierrez Acevedd 言語療法士

　Ms. Maria Soledad Astorga Lagos ソーシャルワーカー

（２）日本側関係者

１）在チリ日本大使館

　成田　右文 大使

　實井　正樹 一等書記官

２）JICAチリ事務所

　村上　正博 所長

　吉田　英之 職員

　小林　としみ 所員
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３）JICA青年海外協力隊員

　　桜井　佐和子 作業療法士

　　福田　弘和 義肢補装具作製士

４）通訳

　　松原　　修
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２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約

　障害者対策は、国が発展する過程でニーズが顕在化してくる分野であり、本邦ODA（政府開発

援助）への要請は開発途上性をほぼ脱出した段階の国（中進国）からなされることが多い。

　チリも１人当たりのGNPが5000米ドルに達しようとしている中進国であり、障害者対策ニーズ

が顕在化し要請に至ったわけであるが、本調査を通じ、途上国に対してJICAが行っている通常の

援助感覚ではプロジェクト形成は困難であることが実感できた。

　たとえば、調査団出発前の対処方針会議の時点では、プロジェクトコンセプトとして、チリ全

土の障害者リハビリテーションシステムを確立することを最終到達目標として、ペドロ・アギレ・

セルダ国立リハビリテーション研究所（以下、PACNRI）を障害者リハビリテーションのモデル

施設とすることをプロジェクト目標とすればよいのではないか、という感覚であったが、これは

国内にモデルとなる既存の障害者リハビリテーション施設などあるはずがないという先入観によ

るものであった。

　しかしながら、調査団が現地へ赴いてみると、すでに民間ベースで障害者リハビリテーション

施設が全国展開されており、国立施設はその存在意義を失いかねない状況であった。

　したがって、先入観およびそれに基づくプロジェクトコンセプトは放棄せざるをえず、「国立

施設としての存在意義」を高めることにプロジェクト成果、目的を模索することとなった。

　なお、調査日程の効率化の都合上、民間施設の調査がミニッツ署名のあとになってしまったの

で、ミニッツ協議の間は日本側では依然として先入観が正当な思考を妨げたかもしれないが、結

果として、チリ側カウンターパートと協議の末に形成されたプロジェクトコンセプト（ミニッツ

参照）は、おおむね妥当なものとなったと考える。

　民間施設との役割分担はプロジェクトの取り組むべき今後の課題としてひとまず置いておくと

して、まずはPACNRIの機能を最大限に高めることで、一定のプロジェクト成果を得ることが期

待できるし、また、カウンターパートの資質も期待に応え得るものであると考える。

　カウンターパートは、ロジカルフレームを用いて思考することに慣れており、明解なプロジェ

クト・デザイン・マトリックス（PDM）が完成すれば、PDMに即した活動が協力期間中に効率的

に展開されるであろう。
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３．要請の概要３．要請の概要３．要請の概要３．要請の概要３．要請の概要

３－１　チリの概要

　チリは、南米大陸の南西岸、南緯17度30分～55度59分、西経66度30分～75度40分に位置し、面

積は75万7000㎞２で日本の約２倍である。本土は南北に細長く、東側はアンデス山脈をはさんでア

ルゼンティン共和国と、また北はボリヴィア共和国、ペルー共和国と国境を接している。

　国土の80％は山岳部が占めており、北部は砂漠地帯で、銅、硝石の世界的な産出地であり、南

部には森林、牧畜地帯が広がっており、一部に原始林やツンドラ地帯もある。海岸はリアス式で

多くのフィヨルドが存在している。また火山が多く、約55の活火山がある。

　人口は約1462万人（1997年推定）で、１人当たりGNPが4922米ドル（1998年）経済の概況は、

’70年代はじめに、それまでの国家主導型産業育成政策から、民間主導、開放経済へと政策を転

換。その後’80年代初めの債務危機を克服し、平均成長率6.4％という高い持続的成長を達成。現

在最も経済状況の良好な国となっている。

　’90年代に入ってからのチリ経済は、’90、’93および’94年は調整局面にあったにもかかわらず、

輸出および投資の伸びに支えられ経済は順調に拡大。’97年のチリ経済は引き続き好調で成長率は

7.1％となり、インフレ率も6.0％と安定している。しかしながら、’98年はアジア危機等を契機と

する一次産品市況の低迷（銅、林産品等）により経済成長は大幅に減速し、’98年は3.4％で、

’99年はこれを下回る見通しを立てている。

３－２　要請の内容

　1998年９月にペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（PACNRI）の医療面、

管理面での運営を向上させることを目的としたプロジェクト方式技術協力にかかわる要請書が、

チリ側より提出された。

　要請された内容は、次のとおりである。

（１）プロジェクトの特定目的

１）治療予想能力による障害の客観的評価システムを開発する。

２）現在の医療を改善し、反復可能な臨床プログラムを提示する。

３）実施した治療の長所を推進して治療的リハビリテーション法を強化する。

４）治療法を直接改善することをめざして臨床調査を促進し、拡大する。

５）機能分析に焦点をあわせて、既存設備の利用を改善する。

６）障害者に新しい治療法および相互作用手段を提供して、障害者の社会進出または復帰に貢

献する。
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７）介助保健ネットの他のセンターや大学院教育施設と協力して、リハビリテーション活動を

倍増させるために最高の技術および教育レベルをもったリハビリテーション専門家を養成す

る。

（２）プロジェクトの活動

１）障害にかかわる客観的評価システムの創出

２）リハビリテーションにかかわる臨床治療プログラムの設計

３）リハビリテーションにかかわる治療法の開発

４）リハビリテーションにかかわる臨床調査

（３）日本人専門家

１）長期専門家　５名（チーフアドバイザー、障害の客観的評価、介助プログラム開発、神

　経障害リハビリテーション、リハビリテーションの臨床調査）

２）短期専門家　14名（上記活動に関連する分野で必要に応じ）

（４）カウンターパート研修

　リハビリテーションの開発・モニタリング、機材使用等

（５）機材

　リハビリテーション用器具、測定機器、コンピューター、視聴覚機器、車両等
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４．協力分野の現状と問題点４．協力分野の現状と問題点４．協力分野の現状と問題点４．協力分野の現状と問題点４．協力分野の現状と問題点

４－１　チリ国の身体障害者を取りまく現状

（１）チリ国の経済状態と医療レベル

　GDP成長率、最低賃金、貧困層の割合、失業率など種々の経済指標は、チリの経済状況が

順調に改善されていることを示している。平均余命、総人口当たりの死亡率、新生児死亡率な

ども医療レベルが着実に向上していることが明らかである。

（２）障害者問題の歴史的経過

　ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（PACNRI）は当初、結核を中心と

する呼吸器疾患のサナトリウムとして設立され、1940年からのポリオの流行がひきがねとなっ

て1955年から国立小児リハビリテーション病院として運営されるようになった。

　同じ時期（1947年）に、ガルボ・マッケナ小児病院で手術やリハビリテーションを行ってい

るポリオ罹患者の障害児援助協会（私立小児リハビリテーションインスティテュート

（TELETON）の前身）が設立されている。

　この団体はその後、小児の神経筋・骨格系疾患、脳性麻痺、先天性疾患、切断、外傷にまで

範囲を広げている。

　これらが小児の障害者問題の出発点と考えられる。

（３）障害者にかかわる法律とその影響

　1990年に就任したエイルウィン大統領時代に提案された Law Nr19.284が、障害者の社会

への参加を保障する法的根拠となっている。

　この法律に基づいて1994年に国家身体障害者基金（FONADIS）が設立され、その目標は、

①障害の予防、②リハビリテーション、③就労の促進、④補装具の供給などである。

　また、障害者を登録する機能を担っており、1997年時点で１万5000名の登録が行われている

が、人口の0.1％に過ぎず実数を表しているとは考えられない。

　また、各地から提出される障害者問題に関するプロジェクトの審査を行い、資金援助を通じ

て上記目標の推進に努めている。

（４）障害者の実数（認定の問題）

　今回の調査でも相変わらず、人口の10％が障害者とするWHOのデータを根拠に議論が行わ

れている。一方、国勢調査による調査では人口の４％が障害者であると報告されている。

　わが国では、実態をどの程度反映するかは別にして、障害者手帳に準拠した障害者数、障害
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内容、重症度の統計が得られる。

　チリでの障害の認定は次のとおり行われる。医師の申請書に対して障害認定委員会

（CONPIN）が審査を行い、40～60％以上（33％以上という発言もあり）の障害と認められ

ると証明書が発行される。

　CONPINの認定と医師の判断との間にズレがあること、基準が明確でない、州ごとに

CONPINがあり地域間で基準の解離なども問題としてあるようである。

　しかし、CONPINの認定が実態と解離しているのかどうか、地域を限定した実態調査と比

較検討を行う必要がある。

　さらに、種々の障害者団体が地域に存在しており、これらNGOを通じての調査も検討の余

地がある。

　一例として、Penalolen区役所障害者担当による区内障害者問題に関する説明は次のとおり

であった。

１）区人口

　21万人（サンチャゴの人口578万人の３％）。サンチャゴ市内の南東に位置する。

２）区の予算

　1400万米ドル（14億円）。障害者数は区人口の1.8％の4141名。軽度の障害を加えると人

口の10％に達し、そのうち700名を調査した結果は次のとおりである。

男性：女性＝340：307

　年齢

 0歳～ 5歳 ：　　 64名

 6歳～17歳 ：　　176名

18歳～64歳 ：　　305名

　障害の種類

知的障害 ：　　257名

聴覚障害 ：　　 64名

視覚障害 ：　　 70名

肢体不自由 ：　　214名

神経障害 ：　　227名

重複障害 ：　　 23名　合計が調査数より多い

　いずれにしてもある程度正確な障害者に関する統計は、今後の障害者問題の取り組みに指

針を与えるためにも重要なものであろう。
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（５）就学問題および就労問題

　サンチャゴ市内のPenalolen区での種々の障害者団体との協議で、障害者の親の団体から、

一般校への就学を進める運動に関心がもたれているとの発言があった。

　また、障害者の授産施設、作業所なども存在するが、提供できる職種の種類に限りがあるこ

と、バリアフリーの法律も存在するが、必ずしも実行されていないことなどの発言があった。

　障害者をもった者の周辺では関心が強いものの社会全体としての取り組みにはまだまだ不十

分なところがあると考えられる。

（６）NGO

　Penalolen区役所での障害者団体との協議で、精神障害者の授産施設、身体障害者団体、障

害者の親の団体、障害者の職業訓練を促進する団体、特殊学校の親の会、障害者に援助を行う

宗教団体（いずれも財団として登録されている由）など種々のNGOが存在することがわかっ

た。

　民間ですでに活動しているこれらNGOを行政の障害者施策にどのようにとり込んでいくか

がPACNRIを中心とする今回のプロジェクトでもひとつのテーマとなると思われる。

（７）障害に対する医療（公立と私立の格差）

　チリの医療において最も顕著な点は、国公立と私立の医療施設間の格差の大きさである。建

物、機材での差が著しいが、実際の医療のレベルにおいても同様の格差が存在すると予想され

る。

　TELETONの華々しい存在は、その詳細な技術的評価を別にして、チリの医療レベルが条件

さえ整えられれば先進国とほぼ肩を並べることのできるレベルまで高められることを証明して

いるといえよう。一方、PACNRIの施設的な面での立ち遅れは、TELETONの見学後には余り

にも大きいものであった。

　年予算は、PACNRIが93万1936米ドルで、TELETON（合計７病院）が57億ペソ（1140万

米ドル）であった。TELETONが７病院合計であるので、予算額の差は少ないようにみえる

が、TELETONが基本的に国の健康保険制度に縛られない自由な診療を行っているのに対し

て、PACNRIでは国家保健基金（FONASA）の支払いが予算の85％を占めている。医療活動

に細かい制限があり、患者数の増加が病院収入の増加に結びつくかどうかの議論が、調査中に

現地スタッフ間で行われているような状況であった。

　一方、ルイス・カルボ・マッケナ小児病院では国立でありながら、施設的にも近代化され、

心臓外科、整形外科、小児科などの高い医療レベルにあると考えられた。FONASAの医療

サービスごとの単価がこれら高度先進医療に手厚く支払われていることが、国立施設でありな
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がら近代化に成功しているひとつの理由と考えられる。

　TELETONのような富裕層からの寄付によって運営される小児リハビリテーション施設があ

るが、この形態を推し進めるだけで国民全体の障害児問題が解決されるであろうか、

TELETON院長によれば受信をするのに貧富の制限はないという。

　国勢調査で示された４％という障害者数で低めに見積もっても、18才以下の障害者は７万人

であり、TELETONの能力をしても２万5000名（1997年調査）と不十分である。TELETON

は入院を要しない比較的軽症の障害者を対象としており重症児が取り残されている可能性が高

い。

　厚生省担当者が述べるように、TELETONもPACNRIも両方がチリにとっては必要なもので

あろう。両者の差を縮小しPACNRIを機能的に向上するためにはFONASA自体のリハビリ

テーションに対する評価の問題、さらには障害者・福祉に対する財源の問題など検討が必要と

考えられる。

　1997年の第１回目の調査以降、PACNRIは病院からインスティテュートに格上げされた。

（FONASA支払レベルでの格上げも連動）これに伴い、専門職スタッフ増員、厚生省首都圏

東部衛生局（SSMO）内の医療の役割分担が進められ、病院収入に占めるFONASA以外の収

入分の割合が10～15％と増大が見られている。

　FONASAの補装具作成に対する単価が増額されているという予定があるという。

　表－１「SSMOにおける予算の仕組み」にあるような制約のなかではあるが、国立施設側の

対応も行われ公立・私立間の格差を縮めるための動きは確実にみられている。

（８）健康保険制度

　FONASAとISAPREの２つの保険制度がある（これら以外に労災に相当するもの、大企業

の社会保険、軍人の保険などもある）FONASAは、公的制度であり、ISAPREは私立の制度

である。両者とも基本的な掛け金は収入の７％で一律であるが、ISAPREはサービスの内容に

よって掛け金が異なる。私立病院では、種々のコストが高い値段に設定されておりFONASA

のカバーできる金額を超えていることが多い。従ってFONASAの加入している73％の国民は、

国公立病院を受診できない他の理由はない。

　PACNRIの収入の85％がFONASAからの支払いによるが、ルイス・カルボ・マッケナ国立

小児病院のように患者数の増加によって病院収入を増やすことが単純に行えないようなリハビ

リテーション医療に対する低いコスト計算がある。
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表－１　SSMOにおける予算の仕組み
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４－２　ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所の現状

（１）変遷

　PACNRIは、1920年、アレサンドリ大統領によりサンチャゴ市内にサナトリウムとして設立

され、1951年にペドロ・アギレ・セルダ・サナトリウムと名称を変え、1940年からのポリオの

流行による障害者の増加と結核の減少が引き金となって、1955年から国立小児リハビリテー

ション病院として運営されるようになり、1998年に第４種施設から研究機能を担う第２種施設

としての病院（Institute）に格上げされた。

　PACNRIは今後の10年をかけて、ラテンアメリカにおけるトップクラスの施設になることを

目標としている。

（２）運営・管理

　現在の職員数は98名で、大きく分けると医療専門職（23名）、パラメディカル技術者（29

名）、その他（助手、事務部員）となっている。医師は、常勤が所長と矯正歯科医師の２名

で、非常勤が５名（整形外科２名、リハビリテーション医３名）であり、専門職に入るPOS

（専門教育５年間）が計11名、看護婦４名、MSW (Medical Social Worker) ２名で、工房の

スタッフは専門職が２名であり、ほかに助手数名・秘書１名が配置されている。門衛・保育園

の保母・洗濯は、外注している。

　予算については、収入（1999年予算で約１億円）ではFOSNAからの補助金が85％（うち入

院が60％を占めている）、独自収入が15％（５年前は10％）で、毎月PACNRIを所管している

SSMOに業務内容を報告することとなっている。支出（1999年予算）は人件費が72％を占め、

残りが運営管理費である。運営管理費の内訳は食料代19％、薬購入費16％、装具などの材料費

11％、general service34％などで、研修費・図書費は特にないようであった。

　利用者は年間1500人であるが、外泊を退院新入院としてカウントしての数字であり、平均入

院期間は３カ月である。

（３）施設

　病棟は１病棟からなり、病室は１～５号室までであり、（６号室は使っておらず、リネンな

どを置いていた）病室の廊下などの多くは外の明るさに比べて暗い印象であった。

　ベッド数は47ベッドで、稼働率は80％前後である。

　病棟の右奥にPT（Physical Therapist、理学療法士）訓練室・理学療法機器が配置されて

いた。（職員用はある）

　病棟などの建物についてであるが、寝かせきりの印象を与えるのは建物の構造および使い方

からくるもので、プレイルーム・食堂がなく、家族やボランティアの使える部分の追加など大
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きく見直さなければならないと思われる。

　廊下などの暗い感じに対しては明かりの採り入れ方も工夫する必要のあることが感じられ

た。

　工房は狭く見劣りのする建物であり、予算の減少より材料不足もあって製作数が減っている

とのことであった。製作数は年間1000ほどで、以前（5000の時から3000に、その後減ってい

た）よりも少ないとしているが、年間1000作成する雰囲気ではなかった。なお、装具の必要か

否かの判定には２～３カ月から１年を要するとのことであった。あとから見たTELETONの工

房とは大きな違いが端的にみられた。

（４）器具

　以前、日本でかなり使われていたが、現在はほとんど見ることのなくなったSTANDING

BOXが訓練室の中央に位置していた。

　馬蹄型の歩行器に寄り掛からせての起立歩行が主流であるのも古い方法であり、歩行器につ

いては日本では広くアメリカから輸入されて使われているposture controlled walkerは知っ

ていたが、１台もなかった。

　これらは以前のポリオなど四肢に原因のある障害児に対する治療にあてはまるもので、入院

児には合わないといえるものであった。

　理学療法機器では、脳性麻痺などの障害児にはわが国において使われていない温熱療法や筋

力強化の機器が置かれていて、違和感を覚えた。

　障害児リハビリテーション施設にある基本的な訓練器具としてバルーン・三角マット・ロー

ル、プローンボード（１台すみの奥に使われず放置されていた）・種々の座位保持などがな

く、訓練遊具・感覚統合のための備品も見られなかった。（TELETONではposture cont-

rolled walkerを含めてこれらがありあまるほど多く見られた）。

（５）療法・症例

　入院児への処遇であるが、よだれが多いからとのことでチューブ栄養が多く見られ、全体の

印象は寝かせきりが多いように感じられた。また、姿勢管理がなされておらず、体にあった車

椅子あるいは座位保持装置はなかった。

　長期間の厳重なつらい固定がなされており、子供たちの笑顔は少なかった。

　全体としてPTが最も遅れており、OT（Occupational Therapist、作業療法士）は手の装具

の装着が多かったが気になる点はあまりなく、ST（Speach Therapist、言語療法士）はAAS

(Alternative Augmented System、コミュニケーションのための総合的な技法)やVF（Video

Fluoroscopy、嚥下造影透視検査）についての知識をもっていたが、訓練場面はみることがな
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かった。

　４名の看護婦（PACNRI勤務年数平均15年）の地位は高く週１回の考察会議をリードしてい

るようで、各部門よりの報告があり、入院児１人当たりり15～20分をかけて検討しているとの

ことであった。

　ただ、退院後の訓練イメージがでてこないこと、訓練半ばでも帰してしまう点のあることが

問題となる。

　批判的となってしまうが入院児の一部について具体的に紹介する。

①　溺水例

　呼吸が不安定で努力性のもので、植物人間に近い状態であったが、よくなったとのこと

で退院となるとのことであった。両親は働いており、外来には２カ月に１度の予定という

が、生命にさしさわりのありうる懸念があった。呼吸管理について、air wayが適当との

提案には訓練の責任者はまったくのってこなかった。

②　国立小児病院で両足アキレス腱延長術を受けた脳性麻痺女子

　中等度の典型的な痙直型の脳性麻痺例で、ちょうど２カ月目でギプス除去したところ

で、足部の背屈は０ ぽどとacceptableな状態であった。手術での連携例であるが、具体

的な流れについては把握し得なかった。

③　ガンショットによる脊髄損傷の男児

　腰椎レベルの完全損傷で座位は自立できていたが、うちひしがれているのがよくわかる

例で、深く多くは聞くことができなかった。本例での歩行や家庭復帰についてのリハビリ

テーションについては不明であった。

④　シャルコーマリートース病の幼女

　足部の変形のため膝歩きをしているが、足部変形が手術で矯正されれば歩行可能になる

例で、一見して手術適応があるのに、手術適応の有無を検討するための入院である。手術

は国立小児病院の判断のもとに行われるので手続きが多く、かなり先になると考えられて

いる例で、現在の入院が不必要と思われた。

⑤　心臓手術後の軽度の知的障害の女児

⑥　体の大きな知的障害の女子

⑦　視力障害を伴った脳性麻痺の幼女

⑧　脳性麻痺痙直型両麻痺での男児

　膝伸展・足背屈での下肢の長時間の厳重な固定、両下肢外転保持のバー付きの短下肢装

具

⑨　急性脳症

　短期間での運動機能の良好な回復例で、寝たきりから走れるようになった男児
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⑩　交通事故で前頭部骨を腹部に一時的に埋め込んでいる女子

　馬蹄型歩行器で寄り掛かりながら歩行していた。頭部保護帽はなく、骨のない部分が大

きく陥没していた。

⑪　出産時の脳損傷

　寝かされたままの状態で、苦悶の表情の強い若い女性

⑫　脳性麻痺四肢麻痺型で重心児
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５．相手国のプロジェクト実施体制５．相手国のプロジェクト実施体制５．相手国のプロジェクト実施体制５．相手国のプロジェクト実施体制５．相手国のプロジェクト実施体制

５－１　実施機関の組織および事業概要

　プロジェクト実施機関はペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（PACNRI）

であり、その組織図は次のとおりである。

【PACNRI組織図】

５－２　プロジェクトの組織および関係機関との組織関連

　プロジェクト実施責任機関は、チリ厚生省であり、厚生省の地方機関である首都圏東部衛生局

がプロジェクト実施機関であるPACNRIを所管する。関係図は次のとおりである。

　なお、外国からの援助の受入れおよび援助の実施を担当する官庁は国際協力庁（AGCI）であ

る。
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 【関係図】

５－３　プロジェクト予算措置

　現在の政府内における本セクターの位置づけは、各省庁とも予算の伸び悩みがあるなか、厚生

省予算については、大蔵省第一案で伸びていることから、重要性がうかがえる。

　また、PACNRIは1998年に第４種施設から第１種施設と補助金ベースが同じである第２種施設

へ格上げされている。

　今後、協力活動計画案を策定した時点で同案を勘案し、相手国負担分については応分の負担を

申し入れることとする。

５－４　建物、施設等計画

　2005年頃には、Penalolen区に移転し新病院が設立される予定になっているが、本プロジェクト

は現在の病院において実施される予定である。

５－５　カウンターパートの配置計画

　プロジェクトの実施を円滑にするために、６名のPACNRI職員で構成する「プロジェクト運営

チーム」を形成する。メンバーの氏名、担当および職名は次のとおりである。
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６．プロジェクト協力の基本方針６．プロジェクト協力の基本方針６．プロジェクト協力の基本方針６．プロジェクト協力の基本方針６．プロジェクト協力の基本方針

（１）基礎的臨床技術不足を認識させる

　技術協力の第一段階は、ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所

（PACNRI）のスタッフに基礎的臨床技術が不足していることを認識させる。彼らのプライド

を傷つける可能性もある難しい作業となろう。

　それには、まず、PACNRIのスタッフに、『今までの手法は手法として、一定の期間は派遣

専門家流でさせる』という基本的合意を取り付けることである。

　また派遣専門家も『遅れている』という意識でなく、われわれと『違う方法で取り組んでい

る』という意識で事にあたる必要がある。間違っても『日本の何十年前』といった意識はもつ

べきでない。

（２）平行しての研究手法の指導

　基礎的技術の実行を臨床場面で指導することに平行して、研究手法を指導する。

　しかし、この研究手法の指導の第一義的目的は、研究手法そのものを指導することではな

い。この指導の第一義的目的は、『基礎的臨床技術が不足していては、いかに研究を行っても

その結果が成果として認められることはない』という認識をPACNRIのスタッフに植えつける

ことであり、その第二義的目的は、スタッフに『私は研究をしている』という意識を与えるこ

とで、基礎的な臨床技術を習得している間の成果のあがらない時期の動機水準を維持すること

にある。

（３）拙速な高度技術導入の回避

　基本的な戦術として高度技術の導入は、基礎技術が確立するまで、また日本から導入した技

術がチリという文化、社会体制のフィルターを通してチリ化するまで導入しない。

　すなわち、運営コストも比較的少なくてすむ手法が確立され、現地調達の機材を用いても要

求される臨床技術を維持し、その基本的臨床技術の原理（Principles）が維持される体制がと

られてからにする。さもなければ、臨床的に実践が困難な手法が職員の興味で追及され、臨床

のレベルがあがらない。仮に高度技術の適用がRACNRIで成功しても、現在の私立小児リハ

ビリテーション・インスティテュート（TELETON）とPACNRIの間にある格差と同じ格差

を、今後改善されたPACNRIと地方での臨床サービスの間に生むだけではないだろうか。

（４）チリ国内の大学、教育機関との協力

　臨床的にどの程度実証された手法が指導されているか否かはともかく、PACNRIのスタッフ
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との会話からは、一定水準以上の『知識』が伝達されている。

　これらの教育機関からの専門的な協力も現状改革に効果をあげると期待される。時に、大学

が臨床技術に弱いことも考えられるが、今後、PACNRIが『南南協力の拠点』として発展して

いく可能性があることは、みずからの影響力を大きくする可能性があり大学の教官にとっても

『おいしい』話であろう。またPACNRIのスタッフの地域、学会への売り込みの機会ともなろ

う。

（５）PACNRI以外の職員の参加

　本技術協力の対象、実施場所はPACNRIに限定するが、協力機会に対して他の病院や施設の

職員の参加を排除しない。短期専門家の派遣に合わせて、PACNRIはTELETON、国立小児病

院、その他の病院からの研修員を受け入れる。これによって日本側は、より多数のチリ側専門

家を指導する機会を得るとともに、PACNRIは短期であっても必要な臨床場面でのマンパワー

を無料で確保することができる（臨床実習をPACNRIの患者を対象に行う）。

　また、PACNRIのスタッフは、みずからの技能を他のチリ国内施設職員の技能との比較にお

いて評価できるようになる。またPACNRIのスタッフはみずから行っている『伝統的』な手法

を『言い張る』ことが難しくなる。自分の手法だけを主張しても必ず周囲の専門家から批判が

出るであろう。

（６）短期入院体系の導入

　入院ベッドのうち、一定数を評価入院体系とする。乳児に対しての節食指導、家庭介護（寝

かせ方、子供のレベルにあわせたおもちゃの紹介、教育的な対応方法）、短期で修了する治療

の実施、一週間程度を要する評価のための入院体系を疾患を特定して導入する。

　たとえば、節食・嚥下機能の評価をPACNRIの担当者が行い、食物の処理方法、節食姿勢な

どを教育指導して入院を完結する。

（７）巡回相談の実施と地域の教育

　地域でのリハビリテーションにかかわる啓蒙、サービスを受けていない障害のある人々の発

掘、地域の保健担当者に対するスクリーニング手法の指導、リハビリテーション技法の家族な

どへの教育を目的にキャラバン隊を組織して地域巡回相談を実施する。（ただし、巡回相談は

一度始めてしまうと経常的に実施する責任が発生するので、開始については慎重に検討する必

要がある。）



－22－

（８）図書館・リソースセンター機能

　大学などのPACNRI以外の施設に備わっているかもしれないが、国の中心的なセンターとし

て機能するための図書館・リソースセンター機能がほとんど見られないように思える。

　専門家が業務を行うには、業務から得られる臨床データを関連の研究から得られたデータに

参照しながら判断する必要がある。

　しかし、PACNRIにはこのような機能はないように思える。専門辞書（英語版であればCD-

ROM版が多数ある）やデータベースを整備する必要があろう。

（９）インターネットシステムの設置

　インターネットシステムをPACNRIに設置し、情報発信を行うとともに職員の技術情報の入

手源とする。また、このシステムを厚生省首都圏東部衛生局（SSMO）を含めて地域に開放す

る。

（10）職員の業務成績評価と評価結果の開示

　本プロジェクトに参加するカウンターパート職員の業務成果の評価を行い、結果を開示す

る。

（11）派遣専門家の構成

　派遣専門家の専門分野にかかわる計画をあらかじめ策定し、この計画に沿って派遣する。

　過去に中国において実施したリハビリテーションにかかわるプロジェクト方式技術協力にお

いては、１～２週間程度の講習会形式の短期専門家の領域は評価は低く、専門分野を特定した

３カ月以上の短期専門家を派遣した領域の評価が高かった。

　チリ国内の身分、社会、教育制度に照らせば派遣専門家の最低条件として大学院修士レベル

とすべきであろう。
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７．相手国側との協議結果７．相手国側との協議結果７．相手国側との協議結果７．相手国側との協議結果７．相手国側との協議結果

　本調査団は先方実施機関であるペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所

（PACNRI）を主な協議相手として、おおむね調査団対処方針に沿って本件要請の背景および内

容を詳細に把握し、先方プロジェクト実施体制の整備状況を調査、確認し、わが国のプロジェク

ト方式技術協力の対象案件として妥当性を検討した。

　その結果、本件協力事業の実施の必要性、可能性が確認されるに至り、次の項目について合意

し、本調査団長と厚生大臣、首都圏東部衛生局長、国際協力庁長官との間で本調査にかかわる協

議議事録（附属資料①）を英・西文にて署名・交換した。なお、英語と西語で解釈に疑義が生じ

た場合は、英語を優先することとした。

　双方で合意した内容は、次のとおりである。

（１）プロジェクト名

　身体障害者リハビリテーションプロジェクト

　英訳：Rehabilitation for Disabled People Project

（２）プロジェクト上位目標

　チリ国における身体障害者の状態の改善に寄与すること

（３）プロジェクト目標

　PACNRIにおけるリハビリテーションサービスの管理および手法を改善すること

（４）プロジェクト成果

①　リハビリテーションサービス・プログラム（評価、治療および社会支援）および臨床登

録システムを改善すること

②　リハビリテーション治療技術を改善すること

③　リハビリテーションサービスを改善するための臨床研究を促進すること

④　PACNRIの施設を利用して、チリ国内のリハビリテーション従事者の技能を改善するこ

と

（５）プロジェクト実施予定期間

　５年間
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（６）プロジェクト実施責任機関

　チリ厚生省

（７）プロジェクト実施機関

　PACNRI

（８）合同調整委員会

　プロジェクトの実施をスムーズにし、関係者間のコミュニケーションをよくするため、合同

調整員会を発足する。

　委員については、実施協議調査における討議議事録（R/D）において決定される。

（９）チリ側がとるべき措置

①　プロジェクト活動を実施するために、日本人専門家のカウンターパートとなるスタッフ

を適材適所に配置すること

②　事務所の場所、日本人専門家に対する特権・免税権

③　日本からの供与機材について、関税、輸送、据え付け、維持にかかわる経費を負担する

こと

④　プロジェクト実施中・のちにおいて多種の活動に対する財政・組織的な持続性を確保す

ること

（10）日本側の投入

①　日本人専門家の派遣

②　チリカウンターパートの日本における研修の受入れ

③　機材供与

（11）特記事項

　実施協議調査団派遣前に、PDM（プロジェクト・デザイン・マトリックス）を策定するた

めの短期調査を行う予定である。
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８．協力実施にあたっての留意事項等８．協力実施にあたっての留意事項等８．協力実施にあたっての留意事項等８．協力実施にあたっての留意事項等８．協力実施にあたっての留意事項等

　2005年頃には、Penalolen区に移転し新病院が設立される予定になっており、大規模な機材供与

を中心とするのではなく、訓練士やリハビリテーション医師の技術的レベル向上、地域に存在す

るNGOとの協調・情報管理など、いわゆるソフト面での技術協力が協調されるべきと考える。

　医療をとりまく社会制度の相違があり、彼我の制度上の違いをわきまえた対応が必要である。

わが国で行われた政府主体の健康・福祉政策のあとに、近年の高齢化に伴う資源不足と関連して

生じている諸問題は、チリの現状とまったく無関係とはいえないと考えられ相互の研究理解が必

要であろう。



－26－

９．本プロジェクトの方向性９．本プロジェクトの方向性９．本プロジェクトの方向性９．本プロジェクトの方向性９．本プロジェクトの方向性

　今次調査により、チリにおける身体障害者リハビリテーションの分野は比較的高いレベルにあ

ることが判明したが、日本のそれと比較してまだ不十分な点があることも判明した。

　チリ側の状況に改善すべき問題点がまったくなければ、日本が協力を行う必要はないが、改善

すべき点があることが今回の短期間の調査によっても認められた。

　今後は実施協議調査を行うまでの間に、短期調査等を通じて日本が協力すべき（できる）点を

リストアップして、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）を固めて、具体的な活動内

容を詰めていくことになると思われる。

　また、すでに民間ベースで施設・技術面等で先行しているリハビリテーション事業を行ってい

る組織（TELETON）の活動をさらに調査したうえで、本プロジェクトとの関係をどのように位

置づけるか検討していく必要があると思われる。

　今回の調査では、あいにく地方視察が行えず、地方病院の人材レベルの確認ができなかったが、

一般的には地方の人材育成を図っていくことが国全体のレベル向上に資することが多いことから、

本プロジェクトの実施機関として想定されているペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーショ

ン研究所（PACNRI）を拠点とした、国内研修を主体とした人材育成のための協力を本プロジェ

クトの柱とすることが考えられる。

　最後に、チリは本プロジェクトに非常に意欲的であり、将来的に本分野の南南協力を進めてい

きたいとしており、本プロジェクトの成果のひとつとして、プロジェクト終了後に第三国研修を

同国で開催することを念頭におき、プロジェクトを進めていくべきであると思われる。

　なぜなら、1999年６月30日に日本とチリの間で、中南米、カリブ地域等の開発途上国に対し、

両国が対等に連携・協力して経済・社会開発支援事業を推進するための「日本・チリ・パートナー

シップ・プログラム」に関する枠組み文書の署名が行われており、将来的に同プログラムを通じ

た周辺諸国への広域協力が可能となるように、チリが本分野の開発支援を行い得るような協力を

本プロジェクトを通じて進めていくことが自然な流れと思われる。
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①　協議議事録（ミニッツ）英文

②　協議議事録（ミニッツ）西文

③　PACNRI situation

　　（本調査団からの照会事項に対するPACNRIからの回答）

④　HEALTH CARE IN CHILE 1999

⑤　身体障害者の社会復帰に関する法律
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